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議決を得た契約の契約変更について 

 
１ 契約件名   

児童向け複合施設新築工事 
 
２ 変更理由  

   本案は、令和２年第１回区議会定例会で議決を得た児童向け複合施設新築

工事請負契約において、技能労働者への適切な賃金水準の確保を目的とした

国土交通省からの通知に基づき、平成３１年３月より適用した公共工事設計

労務単価に基づき契約した当該契約を労働市場の実勢価格及び法定福利費相

当額を適切に反映させた令和２年３月から適用する公共工事設計労務単価

（以下「新労務単価」という。）に基づく契約に変更する特例措置を適用する

ため、増額変更を行うものである。 
   
３ 変更内容 

   契約金額 
    変更前の金額  ２，１７８，０００，０００円 
    変更後の金額  ２，１８０，５０８，０００円 
    差    額      ２，５０８，０００円 
 
４ 工事変更概要 

   次の計算式による新労務単価に基づく契約金額に変更する。 
   変更後の契約金額 ＝ Ｐ新 × Ｋ 
    Ｐ新：新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格 
    Ｋ ：当初契約の落札率 
                                 
５ 契約の相手方 
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